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改

正

後

改

正

前

（
型
式
の
承
認
等
に
係
る
手
数
料
の
減
額
）

（
型
式
の
承
認
等
に
係
る
手
数
料
の
減
額
）

第
四
条

手
数
料
令
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
者
が
納
付
し
な
け

［
新
設
］

れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
関
す
る
試
験
の
結
果
の
証
明
書
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
単
に
「
証
明
書
」
と
い
う
。
）
が
添
え
ら
れ
た
型
式
ご
と

に
、
手
数
料
令
別
表
第
四
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
、
当
該
証
明
書
に
係
る
試

験
に
対
応
す
る
別
表
第
一
に
定
め
る
金
額
（
当
該
試
験
が
二
以
上
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
合
計
額
。
）
を
減
じ
た
金
額
に
、
当
該
証
明
書
の
審
査
に

係
る
手
数
料
と
し
て
二
万
六
百
円
を
加
え
た
金
額
と
す
る
。

２

手
数
料
令
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
者
が
納
付
し
な
け
れ
ば

第
四
条

手
数
料
令
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
者
が
納
付
し
な

な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
型
式
ご
と
に
当
該
各
号

け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
型
式
ご
と
に
当

に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
構
造
検
定
の
方
法
（
特
定
計
量
器

該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規

検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
十
七
条
に
規

則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
十
七
条
に
規
定
す
る
構
造

定
す
る
構
造
検
定
の
方
法
を
い
う
。
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち

検
定
の
方
法
の
う
ち
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
第
二
章
か
ら
第
二
十
六

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
第
二
章
か
ら
第
二
十
六
章
ま
で
に
定
め
る
と

章
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
の
全
部
を
必
要
と
し
な
い
型
式
（

こ
ろ
に
よ
る
も
の
の
全
部
を
必
要
と
し
な
い
型
式
（
別
表
第
一
の
二
第
一

別
表
第
一
第
一
号
ロ
、
第
二
号
イ
及
び
ロ
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、

号
ロ
、
第
二
号
イ
及
び
ロ
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
か
ら
第

第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
並
び
に
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ

九
号
ま
で
並
び
に
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
計
量
器

る
特
定
計
量
器
の
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
五
万
千
七
百
円
と
す

の
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
五
万
千
七
百
円
と
す
る
。

る
。

一

別
表
第
一
の
二
に
掲
げ
る
特
定
計
量
器
の
型
式

同
表
に
掲
げ
る
金

一

別
表
第
一
に
掲
げ
る
特
定
計
量
器
の
型
式

同
表
に
掲
げ
る
金
額

額
二

別
表
第
一
の
三
に
掲
げ
る
特
定
計
量
器
の
型
式
で
あ
っ
て
、
構
造
検

二

別
表
第
一
の
二
に
掲
げ
る
特
定
計
量
器
の
型
式
で
あ
っ
て
、
特
定
計

定
の
方
法
の
う
ち
同
表
に
掲
げ
る
試
験
を
行
う
必
要
が
な
い
も
の

手

量
器
検
定
検
査
規
則
第
十
七
条
に
規
定
す
る
構
造
検
定
の
方
法
の
う
ち

数
料
令
別
表
第
四
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
、
別
表
第
一
の
三
に
掲
げ
る
金

同
表
に
掲
げ
る
試
験
を
行
う
必
要
が
な
い
も
の

同
表
に
掲
げ
る
金
額
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額
（
当
該
金
額
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
合
計
額
）
と
五
万
千

（
当
該
金
額
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
合
計
額
）
と
五
万
千
七

七
百
円
と
を
合
算
し
た
金
額
を
減
じ
た
金
額

百
円
を
合
計
し
た
金
額
を
減
じ
た
金
額

三

前
号
の
型
式
の
う
ち
、
証
明
書
が
添
え
ら
れ
た
特
定
計
量
器
の
型
式

［
新
設
］

同
号
で
算
出
さ
れ
る
手
数
料
の
額
か
ら
、
当
該
証
明
書
に
係
る
試
験

に
対
応
す
る
別
表
第
一
に
定
め
る
金
額
（
当
該
試
験
が
二
以
上
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
合
計
額
。
）
を
減
じ
た
金
額
に
、
当
該
証
明
書
の
審
査

に
係
る
手
数
料
と
し
て
二
万
六
百
円
を
加
え
た
金
額

（
基
準
器
検
査
に
係
る
手
数
料
の
額
）

（
基
準
器
検
査
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
五
条

手
数
料
令
第
五
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
額
は
、
別
表
第
二

第
五
条

手
数
料
令
第
五
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
額
は
、
別
表
第
二

の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
百
三
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）

よ
り
同
条
第
一
項
第
二
号
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
定
め
る
場
合
で
あ
っ

第
百
三
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
第
二
号
に
適
合

て
、
当
該
申
請
に
係
る
基
準
器
に
つ
い
て
基
準
器
検
査
規
則(

平
成
五
年

す
る
か
ど
う
か
を
定
め
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
申
請
に
係
る
基
準
器
に

通
商
産
業
省
令
第
七
十
一
号)

に
定
め
る
器
差
の
検
査
を
行
わ
な
い
場
合

つ
い
て
基
準
器
検
査
規
則(

平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
一
号)

に
定

の
額
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
と
す
る
。

め
る
器
差
の
検
査
を
行
わ
な
い
場
合
の
額
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
と
す

る
。

（
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
の
器
具
、
機
械
又
は
装
置
）

（
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
の
器
具
、
機
械
又
は
装
置
）

第
六
条

手
数
料
令
別
表
第
四
第
五
号
ロ

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
器

第
六
条

手
数
料
令
別
表
第
四
第
五
号
ハ

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
器

(2)

(2)

具
、
機
械
又
は
装
置
は
、
空
気
分
離
器
と
す
る
。

具
、
機
械
又
は
装
置
は
、
空
気
分
離
器
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


